
津波との複合災害時におけるPAZ内の防護措置

 津波との複合災害時（津波警報または大津波警報の発表時）における避難行動では、住民の生命の安全確保を優先し、津
波による人命へのﾘｽｸを回避するため、津波に係る指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所に避難を実施。

 その後、施設敷地緊急事態や全面緊急事態に至った場合であっても、津波に係る避難指示が発令されている場合には、原
子力災害に対する避難行動よりも津波に対する避難行動を優先。

 津波警報解除等津波に対する安全が確保できる場合（※１）は、避難経路、避難手段、ﾌﾟﾗﾝﾄの状況等を確認し、原子力災
害時に備えあらかじめ設定している避難先へ避難を実施。 なお、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、輸送等の避難
準備が整うまで近傍の放射線防護対策施設へ屋内退避を実施。
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※１ 津波警報等の発表中であっても、津波の影響を受けずに避難等の実施が可能であれば、原子力災害に係る避難等を実施。
※２ 自宅が津波による被害を受けていない住民は、自宅にて原子力災害に係る避難準備を実施し、その他の住民は津波に係る指定緊急避難場所等で原子力災害に

係る避難準備を実施。
※３ 一時集合場所は、津波に係る指定緊急避難場所等にもなっている場合がある。 44
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5．PAZ内の全面緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞
1. 自家用車による避難ができない住民の移動手段（ﾊﾞｽ等）を確保し、避難を開始すること。

2. 避難先施設の受入体制を整えること。

3. 安定ﾖｳ素剤を持っていない者（紛失等）に、緊急配布すること。

45



 女川町及び石巻市におけるPAZ内の住民について、自家用車で避難できる住民は、自家用車によりあらかじめ定め
られた避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝを経由し、避難所に避難。

 自家用車での避難が困難な住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、宮城県、女川町及び石巻市が手配した車両
等で、避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝを経由し、避難所に避難。

 避難先については、避難計画に関する住民説明会や訓練等を通じて対象となる住民に周知。

PAZ内の住民の避難先及び避難住民数

※避難対象者数は、PAZ内住民の合計数から施設敷地緊急事態で避難する住民及びその支援者を引いた数字である。

徒歩等

ﾊﾞｽ等
一時集合場所 19箇所

避難元：女川町、石巻市
おながわちょう いしのまきし

＜石巻市避難所 60施設（39,195人）＞
大崎市 60施設（39,195人）

( ) は収容可能人数
避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ：栗原市、大崎市

避難所63施設（39,995人）

くりはらし おおさきし

＜女川町避難所 3施設（800人）＞
栗原市 3施設（800人）
・高清水小学校 （350人）
・旧高清水中学校 （350人）
・畑岡公民館 （100人）
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いしのまきしおながわちょう

いしのまきしおながわちょう

たかしみず

たかしみず

はたおか

いしのまきし

おおさきし

おながわちょう
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いずしま

PAZ内
地域

避難
対象者

ﾊﾞｽ
避難者数

自家用車
避難者数

女川町 270人 100人 170人

うち、出島 45人 45人 0人

石巻市 508人 165人 343人
合 計 778人 265人 513人

自家用車

おながわちょう

いずしま

いしのまきし
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